
参考 ８

措置の組み合わせによるシステムのパターンの案

（更新に係る機器廃棄の場合）

図　参考８－１　Ａパターン
　　　　　　　（業務用空調機・所有権ユーザー・更新に係る機器廃棄の場合）
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回収フロン回収業者

廃棄機器

フロン

フロン回収発注

・フロン回収済み（回収済みシール貼付）
の第１種特定製品のみ廃棄のため引
き取る

・回収後に回収済みシー
ルを機器に貼付

・引渡義務違反への罰則

マニフェスト

・送付マニフェストによる回収結果と使
用中に記録した冷媒量を比較

・廃棄時に届出（Ａ１）
・所有者として届出（Ａ２）

・フロン回収業者に直接発注

・回収し、破壊業者等
に引渡後にマニフェ
ストを送付



（更新に係る機器廃棄の場合）

図　参考８－２　Ｂパターン
　　　　　　　（業務用空調機・所有権ユーザー・更新に係る機器廃棄の場合）
　　　　　　　（フロン回収を機器の処理と同時に設備業者に発注）
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設備工事業者

産廃業者

回収フロン回収業者

・引渡義務違反への罰則

・送付マニフェストの確認

・廃棄時に届出（Ｂ１）
・所有者として届出（Ｂ２）

・取次業者として登録

・取次業者としてフロン回収を発注
・発注後にマニフェストを廃棄者に送
付

・送付マニフェストの確認

・回収を書面で発注

・回収し、破壊業者等
に引渡後にマニフェ
ストを送付

・送付マニフェストによる回収結果と使
用中に記録した冷媒量を比較
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フロン回収発注
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（更新に係る機器廃棄の場合）

図　参考８－３　Ｃパターン
　　　　　　　（業務用空調機・所有権ユーザー・更新に係る機器廃棄の場合）
　　　　　　　（フロン回収を機器の処理と同時に設備業者に発注）

廃棄者

設備工事業者

産廃業者

回収フロン回収業者

・廃棄時に届出（Ｃ１）
・所有者として届出（Ｃ２）

廃棄機器

フロン

フロン回収発注

・引渡義務違反への罰則

フロン回収処理管理票

・発行された回収処理管理
票により発注を確認

・取次業者として登録

・取次業者としてフロン回収を発注

・回収し、破壊業者等
に引渡後に回収処
理管理票送付

・回収処理管理票を
確認

・回収を書面で発注



（建物解体の場合）

図　参考８－４　Ａパターン
　　　　　　　（業務用空調機・所有権ユーザー・更新を伴わない・建物解体時）

廃棄者

建物解体業者

回収フロン回収業者

廃棄機器

フロン

フロン回収発注

・送付マニフェストによる回収結果と使
用中に記録した冷媒量を比較

建設業者

・引渡義務違反への罰則

・回収業者に直接発注

・回収後に回収済みシー
ルを機器に貼付

・回収し、破壊業者等
に引渡後にマニフェ
ストを送付

・廃棄時に届出（Ａ１）
・所有者として届出（Ａ２）

建物解体発注

マニフェスト



（建物解体の場合）

図　参考８－５　Ｂパターン
　　　　　　　（業務用空調機・所有権ユーザー・更新を伴わない・建物解体時
　　　　　　　（フロン回収を機器の処理と同時に建築業者に発注）

廃棄者

建物解体業者

回収フロン回収業者

・送付マニフェストを確認

・取次業者としてフロン回収
を発注
・発注後にマニフェストを廃
棄者に送付

・送付マニフェストを確認

建設業者

設備工事業者

・引渡義務違反への罰則

・取次業者として登録

・回収を書面で発注

・送付マニフェストによる回収結果
と使用中に記録した冷媒量を比
較

・回収し、破壊業者等
に引渡後にマニフェ
ストを送付

・廃棄時に届出（Ｂ１）
・所有者として届出（Ｂ２）

フロン回収発注廃棄機器

マニフェストフロン



（建物解体の場合）

図　参考８－６　Ｃパターン
　　　　　　　（業務用空調機・所有権ユーザー・更新を伴わない・建物解体時）
　　　　　　　（フロン回収を機器の処理と同時に建築業者に発注）

廃棄者

建物解体業者

回収フロン回収業者

・発行された回収処理管理票により
発注を確認

・取次業者として登録
・取次業者としてフロ
ン回収を発注

建設業者

設備工事業者

・引渡義務違反への罰則

・回収を書面で発注
・回収し、破壊業者等
に引渡後に回収処
理管理票を送付

・廃棄時に届出（Ｃ１）
・所有者として届出（Ｃ２）

・どちらかの
ルートでフロ
ン回収を発
注

・回収処理管理票を確認

フロン回収発注廃棄機器

フロン回収処理管理票フロン


